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学
童
保
育
に
関
わ
る
議
員

連
盟
の
総
会
が
開
催
。
国

会
で
質
問
が

◆
「
公
的
責
任
に
お
け
る
放
課
後
児
童
ク

ラ
ブ
（
学
童
保
育
）
の
抜
本
的
拡
充
を
目

指
す
議
員
連
盟
」（
以
下
、
超
党
派
議
連
）

は
超
党
派
の
国
会
議
員
で
構
成
さ
れ
て
お

り
、
二
〇
一
二
年
に
設
立
さ
れ
ま
し
た
。

直
近
で
は
会
長
を
自
由
民
主
党
の
遠
藤
利

明
・
衆
議
院
議
員
（
山
形
一
区
）、
幹
事

長
を
立
憲
民
主
党
の
泉
健
太
・
衆
議
院
議

員
（
京
都
三
区
）、
事
務
局
長
を
公
明
党

の
石
川
博
崇
・
参
議
院
議
員
（
大
阪
）
が

務
め
て
い
ま
し
た
。

　

二
〇
二
五
年
三
月
一
八
日
に
、
参
議
院

議
員
会
館
に
お
い
て
三
年
ぶ
り
に
総
会
が

開
催
さ
れ
ま
し
た
。
以
前
は
、
自
民
、
公

明
、
立
民
、
国
民
、
共
産
の
四
四
名
が
加

入
し
て
い
ま
し
た
が
、
今
回
の
総
会
時
点

で
、
自
民
、
公
明
、
立
民
、
国
民
、
共
産
、

維
新
、
無
所
属
の
九
四
名
に
加
入
が
増
え

た
そ
う
で
す
。

　

役
員
の
改
選
が
あ
り
ま
し
た
。泉
健
太
・

衆
議
院
議
員
が
会
長
代
行
、
大
西
健
介
・

衆
議
院
議
員
（
立
憲
民
主
党
・
愛
知
一
三

区
）
が
幹
事
長
、
あ
べ
俊
子
・
衆
議
院
議

員
（
自
由
民
主
党
・
比
例
九
州
）
が
幹
事

長
代
行
に
就
任
さ
れ
ま
し
た
。

◆
「
自
由
民
主
党
学
童
保
育
（
放
課
後
児

童
ク
ラ
ブ
）
推
進
議
員
の
会
」
は
自
由
民

主
党
の
国
会
議
員
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、

二
〇
一
三
年
に
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
直
近

で
は
会
長
不
在
、
幹
事
長
を
稲
田
朋
美
・

衆
議
院
議
員
（
福
井
一
区
）、
副
幹
事
長
・

事
務
局
長
を
笹
川
博
義
・
衆
議
院
議
員（
群

馬
三
区
）
が
務
め
て
い
ま
し
た
。

　

二
〇
二
五
年
二
月
二
五
日
に
、
衆
議
院

第
一
議
員
会
館
に
お
い
て
総
会
が
開
催
さ

れ
ま
し
た
。
会
長
に
稲
田
朋
美
・
衆
議
院

議
員
、
幹
事
長
に
永
岡
桂
子
・
衆
議
院
議

員
（
茨
城
七
区
）
が
就
任
さ
れ
ま
し
た
。

◆
こ
の
た
び
、
超
党
派
議
連
に
加
入
し

て
い
る
野
間
健
・
衆
議
院
議
員
（
立
憲

民
主
党
・
鹿
児
島
三
区
）
の
呼
び
か
け

で
、
立
憲
民
主
党
の
議
員
連
盟
「
学
童

保
育
（
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
）
を
応
援

す
る
立
憲
民
主
党
国
会
議
員
の
会
」（
以

下
「
立
憲
民
主
党
議
連
」）
が
設
立
さ
れ
、

二
〇
二
五
年
五
月
二
〇
日
に
、
衆
議
院

第
一
議
員
会
館
に
お
い
て
総
会
が
開
催

さ
れ
ま
し
た
。

　

会
長
に
、
泉
健
太
・
衆
議
院
議
員
、
幹

事
長
に
、坂
本
祐
之
輔
・
衆
議
院
議
員
（
埼

玉
一
〇
区
）、
事
務
局
長
に
、
野
間
健
・

衆
議
院
議
員
が
就
任
さ
れ
ま
し
た
。

　

全
国
学
童
保
育
連
絡
協
議
会
（
以
下
、

全
国
連
協
）
は
、
全
国
連
協
が
行
っ
た

実
施
状
況
調
査
結
果
の
報
道
発
表
資
料

と
、
三
原
じ
ゅ
ん
子
内
閣
府
特
命
担
当
大

臣
（
こ
ど
も
政
策
担
当
）
宛
て
の
要
望
書

を
持
参
し
ま
し
た
。「
立
憲
民
主
党
議
連
」

か
ら
、
事
前
に
「
学
童
保
育
に
つ
い
て
党

の
公
約
に
も
入
れ
た
い
、
学
童
保
育
の
保

護
者
・
保
護
者
Ｏ
Ｂ
も
い
る
、
首
長
経
験

者
も
い
る
」
と
情
報
を
得
て
い
た
こ
と
を

受
け
て
、
全
国
連
協
か
ら
、
報
道
発
表
資

料
や
要
望
書
を
も
と
に
し
な
が
ら
、「
待

機
児
童
の
解
消
は
、
学
童
保
育
を
必
要
と

す
る
地
域
に
学
童
保
育
を
つ
く
り
、
増

や
し
て
い
く
ほ
か
な
い
」「
学
童
保
育
を
、

児
童
福
祉
法
上
の
児
童
福
祉
事
業
（
第
六

条
）
か
ら
、
児
童
福
祉
施
設
（
第
七
条
）

に
位
置
づ
け
て
ほ
し
い
」
こ
と
に
絞
っ
て

発
言
し
ま
し
た
。
む
す
び
に
、
野
間
事
務

局
長
か
ら
、「
児
童
福
祉
法
第
七
条
に
向

け
て
」
と
い
う
あ
い
さ
つ
が
あ
り
ま
し

た
。

◆
二
〇
二
五
年
六
月
六
日
の
衆
議
院
内
閣

委
員
会
で
、「
立
憲
民
主
党
議
連
」
に
加

入
し
て
い
る
市
來
伴
子
・
衆
議
院
議
員（
比

例
北
関
東
）
が
学
童
保
育
に
つ
い
て
質
問

し
ま
し
た
。
衆
議
院
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
審

議
中
継
で
そ
の
模
様
を
見
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

二
一
分
間
の
質
問
で
は
、「
従
う
べ
き

基
準
」
の
参
酌
化
や
、
児
童
福
祉
法
上
の

位
置
づ
け
に
つ
い
て
も
ふ
れ
ら
れ
ま
し

た
。「
児
童
福
祉
法
上
の
設
置
根
拠
が
弱
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過
ぎ
る
た
め
に
、
市
町
村
の
努
力
義
務
に

な
っ
て
い
て
、
公
的
責
任
が
明
確
に
な
っ

て
い
な
い
。
私
は
、
児
童
福
祉
法
の
改
正

も
含
め
て
検
討
す
べ
き
だ
と
思
う
が
、
副

大
臣
、
い
か
が
か
」
と
い
う
質
問
に
、
辻

清
人
内
閣
府
副
大
臣
が
つ
ぎ
の
よ
う
な
答

弁
を
し
ま
し
た
。

　
「
運
営
の
実
態
が
多
様
で
あ
る
こ
と
な

ど
を
ふ
ま
え
る
と
、
自
治
体
に
そ
の
実
施

を
一
律
に
義
務
づ
け
る
こ
と
に
つ
い
て
は

我
々
も
慎
重
な
検
討
が
必
要
と
考
え
て
い

る
。
た
だ
一
方
で
、
い
ま
や
多
く
の
共
働

き
世
帯
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
イ
ン
フ

ラ
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
の

で
、
我
々
と
し
て
も
、
こ
ど
も
家
庭
庁
が

発
足
し
て
満
二
年
経
つ
が
、
放
課
後
児
童

ク
ラ
ブ
を
ど
う
い
う
位
置
づ
け
に
す
る
か

は
、委
員
の
ご
懸
念
も
参
考
に
し
な
が
ら
、

こ
れ
か
ら
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
」

　

全
国
連
協
は
ひ
き
つ
づ
き
、
こ
ど
も
家

庭
庁
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
省
庁
、
国
会

議
員
に
向
け
て
、
学
童
保
育
の
社
会
的
な

役
割
と
と
も
に
、
必
要
と
さ
れ
る
量
的
拡

大
お
よ
び
質
の
向
上
の
必
要
性
を
訴
え
、

実
現
を
め
ざ
し
ま
す
。

「
子
ど
も
の
権
利
条
約 

市

民
・
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
会
」
総
会
・

夏
の
学
習
研
究
集
会
に
参

加
し
ま
し
た

　

日
本
政
府
は
一
九
九
四
年
に
「
子
ど
も

の
権
利
条
約
」
を
批
准
し
、
権
利
を
実
現

す
る
た
め
の
政
策
を
実
施
す
る
義
務
を

負
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
五
年
ご
と
に

「
国
連
子
ど
も
の
権
利
委
員
会
」
に
実
態

と
課
題
を
報
告
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。

　
「
国
連
子
ど
も
の
権
利
委
員
会
」
は
Ｎ

Ｇ
Ｏ
に
「
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
・
レ
ポ
ー
ト
」

を
求
め
、
そ
れ
を
も
と
に
、
政
府
の
報
告

書
を
審
査
し
た
う
え
で
、国
連
か
ら
の「
最

終
所
見
（
勧
告
）」
が
公
表
さ
れ
ま
す
。

　

二
〇
二
三
年
三
月
、「
国
連
子
ど
も
の

権
利
委
員
会
」
に
日
本
の
実
態
、
子
ど
も

や
関
係
者
の
「
声
」
を
届
け
る
取
り
組
み

を
す
す
め
て
い
る
「
子
ど
も
の
権
利
条
約 

市
民
・
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
会
」か
ら
、全
国
連
協
に
、

次
期
統
一
報
告
書
づ
く
り
に
向
け
た
専
門

委
員
会
（
保
育
・
学
童
保
育
部
会
）
へ
の

参
加
依
頼
が
あ
り
ま
し
た
。

　

二
〇
二
五
年
六
月
七
日
、
二
〇
二
五
年

度
総
会
と
二
〇
二
五
夏
の
学
習
研
究
集
会

が
開
催
さ
れ
、
全
国
連
協
も
参
加
し
ま
し

た
。

　

総
会
で
は
、
事
務
局
長
・
児
玉
洋
介
さ

ん
よ
り
、
議
案
の
提
案
・
報
告
が
あ
り
、

こ
れ
に
対
し
て
、
第
六
・
七
回
目
の
統
一

報
告
書
と
国
連
勧
告
の
サ
イ
ク
ル
に
つ
い

て
の
質
問
が
参
加
者
か
ら
寄
せ
ら
れ
、
つ

ぎ
の
よ
う
に
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

　
「
子
ど
も
の
権
利
条
約 

市
民
・
Ｎ
Ｇ
Ｏ

の
会
」
で
は
、「
国
連
子
ど
も
の
権
利
委

員
会
」
が
日
本
政
府
に
提
示
す
る
「
報
告

前
問
題
リ
ス
ト
」
作
成
に
貢
献
で
き
る
情

報
と
な
る
よ
う
、
二
〇
二
六
年
秋
か
ら
冬

頃
ま
で
に
か
け
て
質
問
リ
ス
ト
を
作
成

し
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
「
報
告
前
問
題
リ

ス
ト
」
を
受
け
て
、
日
本
政
府
は
「
政
府

報
告
書
」
を
一
年
間
を
か
け
て
作
成
し
ま

す
。

　

そ
の
後
、「
子
ど
も
の
権
利
条
約 

市
民
・

Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
会
」で
は「
カ
ウ
ン
タ
ー
レ
ポ
ー

ト
」（
事
務
局
注
：
各
種
の
デ
ー
タ
を
集

め
て
、
報
告
書
へ
の
見
解
や
反
論
な
ど
を

主
張
・
証
明
す
る
）
を
作
成
し
ま
す
。

　

ま
ず
は
、
今
回
の
総
会
に
届
け
ら
れ
た

一
三
九
本
の
「
基
礎
報
告
書
」
に
つ
い
て
、

二
〇
二
五
年
一
二
月
末
を
第
四
次
集
約
の

期
日
と
し
て
取
り
組
み
、
そ
の
後
も
集
約

の
節
目
を
半
年
ご
と
に
設
け
、
取
り
組
み

を
強
化
す
る
と
の
こ
と
で
す
。

　

あ
わ
せ
て
開
催
さ
れ
た
学
習
研
究
集
会

は
、「
子
ど
も
白
書
・
基
礎
報
告
書
づ
く

り
か
ら
見
え
る
、
子
ど
も
の
権
利
の
現
状

と
課
題
」
が
テ
ー
マ
で
し
た
。　

　

日
本
子
ど
も
を
守
る
会
の
『
子
ど
も

白
書
』、
子
ど
も
の
か
ら
だ
と
心
・
連
絡

会
議
の
『
子
ど
も
の
か
ら
だ
と
心
白
書
』、

北
海
道
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
の
「
北
海
道
か

ら
の
基
礎
報
告
書
」
と
、
山
梨
・
長
野
・

福
岡
・
沖
縄
の
『
子
ど
も
白
書
』
づ
く
り

の
取
り
組
み
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

　

学
童
保
育
の
発
展
を
世
論
と
し
、「
子

ど
も
の
権
利
条
約
」
を
実
効
性
の
あ
る
も

の
と
す
る
た
め
に
、
子
ど
も
の
幸
せ
を
願

う
人
々
と
の
広
範
な
諸
運
動
と
の
連
帯
を

図
っ
て
い
き
ま
す
。


